
松山市立小野中学校 いじめ防止基本方針
平成 26年 3月 17日  策定
令和 7年 4月 1日  改訂

～0の項目を定期的にチェックす

いじめ防止対策委員会

● 子 どもとの対話 を大切 に し、関わ り

合 つて子育てを していきま しょう。

・  自発 的・ 自律 的に行動 を選択・実行

し、責任 を取 る経験の積み重ね を大切

に しま しょう。

● 子 どもを褒め、励 ま し、 自信 を付け

させま しょう。

● 「子 どもの様子が変だ」と思 つた ら、

学校 に相談 し、協 力 して同一歩調 で取

り組みま しょう。
● けがや金 品等の被害にあつた ら、学

校 (975-09881や松 山南署 (058-0110)の
関係機関に相談 しま しょう。

● 我が子が「い じめ る側 (加 害者 )」 にな

らないよ うに、話 を して開かせま しょ

スクールカウンセラー

+

・  地域の大人が協力し合つて、小野の
子どもたちを育てていきましょう。

● い じめや嫌が つている子 どもが いた
ら、声 を掛 け、注意 を して、保護者や

学校に連絡 しま しょう。

● 子どもたち1ま「4ヽ野の宝」です。地域
の子どものよさや可能性を見付けて、
褒めたり、励ましたりしましょう。

学校関係者評価委員

小野交番連絡協議会

学年主任

関係教員

生徒指導主事

教務主任

A  教員が、通学路を歩き、点検と登校状況を把握し、朝の活動を見届ける。道
時に登下校指導を行う。

B  備品や掲示物等の点検を行い、より良い環境づくりに努める。

C  文科省「いじめ対策推進法」、松山市「いじめアクションプラン改訂版」を参考
に、いじめや被害調査を行う。その後に教育相談を行う。

D  懇談会や参親日、学校行事への保護者の来校を促し、生徒の実態を感じてもらう。

E  年 2回、学校の取組や生徒の現況を説明し、評価並びに助言を得る。

F  週 1日 のスクールカウンセラー来挨を設定し、悩みの相談活動や心のケアを行う。

G  年3回の検区内の関係諸機関代表者の会議で、枝区の実守をゃ情報交換を行う。

H  生徒指導主事を中心に校内外の実態把握と情報交換を他校と行う。また、各

警察署や児童相談所等の関係機関との連携に努める。

I  普段から登下校を見守り、夏体み中の検外や土曜夜市の巡回を行う。

」  「人権」をテーマに、全校生徒が意見をまとめ作文を提出する。

K  保護者及び校区在住の地域の方々と情報交換等を行う。

と  「小野中だより」、「
4ヽ野中だより 増刊号 (生徒指導情報)」 、ホームページ等で

啓発をする。

M  生徒が自律的に取り組む活動を計画し、生徒会活動の充実を図る。

N  生徒会役員が中心となり、登校時に検門で挨拶運動を実施する。

o  お年寄りへのはがきの作成や、高齢者総合福祉施設の訪聞などを行う。
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①
 豪香墓管会紀製讐の上、学校に調査組織を設け、当該生徒及び保護者に情報を提供する。

②
 lて言お察堀置恐ゼそ季暮宴貿量奢連携の上、特別の指導 (出 席停止を含め)を行う。

との連携
めが犯罪行為として取り扱われるべきであると判断したときは、松山南警察署と連携して対処する。

松山市教育委員会
松山市教育支援センター

松山南警察署

医緞
総婁霧置

セ
絶 等

③ 警察
いじ

即動
その場でその行為を制止する。生徒や保護者からの訴えに真撃に耳を傾ける。

組織的な対応
「学年部→生徒指導主事→教頭→校長」の報告を速やかに行い、組織で対応できる体制を整える。

生徒の声
「被害者・加害者・観衆・傍観者」の声を聴き、保護者との連携を図る。被害生徒の心に寄り添つた支援を継続的に行う。

暮畠索ζ電尾理解に勢扇盟啓どもに、アンケー ト調査や聞き取りを行い、教育相談を行う。

⑤
 振目含8絶毒博掌されない行為であり、根絶するという支持的風土を確立する。

⑥
 畠滋峯壌畠雀保護者に依頼し、削除を要請する。書き込みなどのネットマナーについて啓発する。

①

②

③

④

月

● い しめ防止の重要性 を全教職員て
‐
認識 し、校長の リーダーシップの下、全教職員

が協力 した指導体制 を確立する。

● 「松山市い じめ対応アクシ ョンプラン改訂版」等を活用 し、枝内研修の充実及び案

践的指導力の向上を図る。

●「生徒が 自分の大切 さとともに、他の人の大切 さを認めるJこ とができ、それが具体

体的に行動に現れるようにする。

o 「思いや り、関わ り合
いJを 大切にする

● 道徳教育、人権 。同
和教育の売実

・徒基磐錦娠毒穫花
る生

● い じめ  不登校 の防
止 と早期発見・対応

<億 >違い を認め合 う生

後

「心と体」を成長 させ

健康安全にE目 する指導

あ互いが高め台う集団

● 持綾 可能 な まちづ く
りの推進 と地域貢献

る

く体 >白 イ中
『

Xi,五 研|す る■体

◎  「主体的、対話的、表
現する力」を高める

● 確かな学力の定着

● 体験活動を取 り入れ
たキ ヤリア教育の推進

● 家庭学習の充実 と読
書習慣の確立

く知 >真剣に学 ぷ生徒

いじめは、受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え
るのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
小野中学校では、教育活動全体を通じて、思いやりのある集団づくりを行い、全ての生徒に「いじめは決して許されな

い」ことの理解を促し、お互いの人格を尊重し、心の通う人間関係の構築に努める。そして全ての生徒がいじめを行わ
ず、かつ、いじめを認識しながらこれを放置することがないように、生徒の理解を深め、いじめの防止等の対策を行う。
その対策では、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することを優先し、学校、家庭、地域社会、その他の関係者の連
携のもと、いじめを克月侵することを目指す。

生き生きと夢の実現に挑戦する生徒の育成

地域に求めること家庭に求めること


